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（ 審 議 状 況 ）

開 催 日 審 議 事 項

第 １ 回 ○ 法人化準備委員会の設置及び運営について

平成１７年２月８日 (火 ) ○ 法人組織

第 ２ 回 ○ 定款規定事項

平成１７年４月１４日(木)

第 ３ 回 ○ 学長選考方法

平成１７年６月１６日(木) ○ 定款(案)

○ 中期目標

○ 評価委員会

第 ４ 回 ○ 人事・給与制度

平成１７年８月１１日(木) ○ 評価制度

○ 事務局組織

第 ５ 回 ○ 財務会計

平成１７年１１月１２日（土) ○ 中期目標

第 ６ 回 ○ 中期目標・中期計画

平成１７年１２月２２日(木)

第 ７ 回 ○ 人事・給与制度

平成１８年２月１４日(火) ○ 中期目標・中期計画
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組 織 ・ 運 営 制 度

１ 役 員

理事長１人、 、 、監事２人副理事長(事務局長)１人 理事３人以内(副学長、学外理事２人)

※ 。「役員会」は設置しない

２ 役員の任命

（１）理事長
理事長・学長一体型① 理事長は学長となる

、 、 。② 理事長は 理事長選考会議の選考により法人の申出に基づいて 知事が任命する
＊法人成立後、最初の理事長の任命は知事が直接行う （法人の申出を要しない）。

理事長（学長）選考方法 ※従来の学長選挙は廃止■

教育研究評議会〈教員推薦〉
２名以内の候補者

理 事 長 選 考 会 議教授、助教授、講師 を順位を付けずに
（教員推薦を必１０名以上の連署に 推薦

よる推薦 〈構成〉（推薦者が ず含める ）。
教育研究評議会選出委員 人２名以上ある場合は、 ４

（ ）学内投票により、推薦 うち学外者１人

経営審議会選出委員 人者を１名に絞る） 経 営 審 議 会 ４
）２名以内の候補者 （うち学外者３人

を順位を付けずに
推薦

■ で理事長選考会議に請求理事長解任審査請求 教職員の１/３以上の連署

（２）理事長以外の役員
副理事長及び理事は、理事長が任命する。監事は知事が任命する。

３ 役員の任期

（１）理事長
← 理事長選考会議の議を経て、法人の規程で定める。・任期４年（再任１回限り２年）

← 定款で規定＊法人成立後、最初の理事長のみ任期は２年

（２）副理事長及び理事
・理事長の任期を超えない範囲内において理事長が定める。

２年（３）監事

４ 審議機関

（１）経営審議会 ・法人の「経営」に関する重要事項を審議
・委員は、理事長、副理事長等 ）１０人以内（学外者1/2以上

（２）教育研究評議会 ・法人の「教育研究」に関する重要事項を審議
・委員は、理事長、副学長等 ）２０人以内（学外者２人

５ 人事委員会

として新たに設置。全学的視点に立って公正・適正な人事を行う機関
・経営審議会から （うち ）３人 学外者２人

３人・教育研究評議会から



- -2

経営審議会及び教育研究評議会から推薦を受けた者

（学長となる理事長候補者）の中から選考

公立大学法人山口県立大学の法人組織

①教育研究の活性化
②地域貢献・地域連携の強化 → 制度設計法人化の基本理念
③大学運営の効率化

理 事 長 選 考 会 議
法人規程選出
で定める□経営審議会選出委員 ：４名（うち ３名）学外者

□教育研究評議会選出委員：４名（うち １名）学外者
監 事 ２名 選出

＊理事長（学長）は選出委員対象外

学長となる理事長選出任 命
任命申出

理 事 長 （ ＝ 学 長 ）知 事

法人規程で定める任 命 任命 任期４年＋２年（再任１回）

※設置後最初の学長の任期は２年

法人規程で定める◎ （事務局長 ）出資財産 資本金５８億円（ ） 経 副理事長

経 理事 （非常勤 ）・土地 ２８ha ２４億円（ ） 学外者

法人規程で定める・建物 ５４棟 ３４億円（ ） 教 理事 （ ）副学長

教 理事 （非常勤 ）〔地域貢献担当〕学外者

理事（２名） 理事（２名）

経営審議会 教育研究評議会

、 、設置 構成
学長となる理事長・理事長 ・権限等は、

審議事項（ に関する事項） 審議事項（ に関する事項）経営 教育研究法人規程
・副理事長（事務局長） ・副学長（理事）で定める

①中期目標に対する意見 ①中期目標に対する意見
・理事（非常勤 ） ②中期計画・年度計画に関すること。 ・理事（非常勤 ） ②中期計画・年度計画に関すること。学外者 学外者

③法により知事の認可又は承認に関すること。 ③法により知事の認可又は承認に関すること。〔地域貢献担当〕

・理事長が指名する職員 ④学則 会計規程等の制定・改廃に関すること ・ ④学則等の制定・改廃に関すること。、 。 法人規程で定める者
⑤学部、学科等の重要な組織の設置・廃止に関 ⑤教員人事に関する事項のうち、採用及び昇任並（ 、 、 ）学部長 研究科長 図書館長等

・ （理事の学外者と すること。 びに不利益処分の決定その他の教育研究の特性学外者
合わせて委員数 ⑥職員の人事に関する事項のうち、定数管理、 ・ に特に配慮する必要があるもの。学長となる理事長が指名

の１／２以上） 給与制度その他の法人の経営に関するもの ⑥教育課程編成方針に関すること。。 する職員

⑦予算作成・執行・決算に関すること。 ⑦学生の円滑な修学等に必要な助言、指導等に関
⑧組織・運営の自己点検評価に関すること。 ・ （理事の学外者と すること。学外者
⑨その他理事長が定める重要事項 合わせて２名 ⑧学生の入学・卒業・課程の修了その他学生の在

以上 籍及び学位授与方針に関すること。人 事 委 員 会
※⑤及び⑥ 教員の人事に関する事項に限る ⑨教育研究の自己点検評価に関すること。（ 。） 経 教
については、あらかじめ教育研究評議会の意 その他理事長が定める重要事項１０名以内 ２０名以内（学外者含む ) ⑩

採用・昇任のための選考見聴取を義務づけ。 ◆

人事の基準・手続き等◆

教授会

法人の制度設計の柱

①トップマネジメントの発揮

②全学的な視点による運営体制

③学外者の参画による開かれた大学づくり

◆全学的視点

◆公正性、透明性、

客観性の確保

経営審議会、教育研

究評議会の議を経て

意思決定
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▼公立大学法人山口県立大学組織（案）

１ ８ 年 度
１ ７ 年 度

法 人 部 門 大 学 部 門

(経理・公有財産・物品は除く)総 務 部 総務グループ 庶務課⑥ ・庶務
会議及び儀式【総務、給与、福利厚生、施設管理】 ※１ ・
・ 局次長① 事務局長①他部課の主管に属しない事項

経理経理グループ 会計課⑤ ・
公有財産、物品事 【審査、支払、収納】 ・

（ ）副理事長 兼事務局長
務

教務課⑥ 教 務 部教育研究支援部 教務グループ ・学生の募集、入学、卒業等
（部長：教員兼務） （部長：教員兼務）経 営 審 議 会 局 【修学、教育・研究】 ・学生の履修科目

・授業計画及び実施
・教育研究活動の点検、評価長 入 学 企 画 室

( ・教授会理事 非常勤;学外者) （室長：教員兼務）【入試、大学広報】
学

学 生 課 ③ 学 生 部学生支援部 学生支援グループ ・学生の厚生指導、就職
（部長：教員兼務） （部長：教員兼務）【学生生活、就職、保健・スポーツ、学生相談】 ※２ ・授業料の減免、奨学金

・国際交流ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 就職対策室
・寄宿舎の運営学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 保 健 室

学生相談室長
理
事

・他の所管に属さない広報長 企画広報室
※３（人事、評価、企画、予算、（

・図書の選択、受入、分類、整頓学 附属図書館 附属図書館④中期計画、広報）
・図書の閲覧、貸出及び図書目録の作成長 （所長：教員兼務）

）
情報化推進室 情報化推進室(3) 評 学・大学情報ネットワークの整備・管理

・授業シラバス等の電子情報の集計処理（室長：教員兼務）
議

・共同研究の実施、民間企業からの受託研究地域共生センター 地域共生ｾﾝﾀｰ(2)
会 長（所長：教員兼務） ・生涯学習教育における公開講座の開催

高齢社会の福祉の向上と生涯現役社会づくり支援理事（兼副学長） ・

・郷土文学資料の調査、収集、整理、保存郷土文学資料センター 郷土文学資料ｾﾝﾀｰ
・ 〃 の目録作成 等教育研究評議会 （所長：教員兼務）

副
※１、※２、※３国際化推進室

（室長：教員兼務）理事(非常勤;学外者)
学

総合教育機構 総合教育機構
長人 事 委 員 会

国際文化学部 国際文化学部

人事評価委員会 社会福祉学部 社会福祉学部

生活科学部 生活科学部
理事長選考会議

看 護 学 部 看 護 学 部

大学院 国際文化学研究科 大学院 国際文化学研究科

大学院 健康福祉学研究科 大学院 健康福祉学研究科

丸付け数字は常勤事務職員数 （ ）数字は本務教員数・ 、

経 営 企 画 室
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人 事 ・ 給 与 制 度

【ポイント】

弾力的な制度○ 法人化（非公務員型）のメリットを最大限に活かした
教職員にインセンティブが働く仕組み○ 能力・意欲・業績を反映した、

公正性・客観性等が確保される制度○ 全学的な視点に立ち、

１ 人事全般

(1) 人事委員会の設置

採用・昇任選考、人事の基準・手続の審議、不服申立ての審査等

→教員採用候補者の教育研究業績審査は「教授会」に委任

(2) 指名方式による学部長の選任

指名方式に変更教授会による選挙方式から理事長（学長）による

→選考に当たって、申出がある場合は、事前に現学部長、教授会代表者から意見を聴取

２ 雇用制度

(1) 教職員の専門性の確保

教育 ⇒ 特定の任務に従事する専門職(特任教授、就職支援担当など)の創設

事務 ⇒ 民間企業経験者等の専門家採用( )県職員の派遣は可能な限り短縮

(2) 退職制度の見直し

人事評価制度と連動した の導入早期勧奨退職・再雇用制度

(3) 任期制の導入

専門研究員(地域共生センター)等を対象とした の導入任期付き採用制度

３ 人事評価制度

能力・意欲・業績が適切に反映される多面的で適正な の導入人事評価制度

→目標管理による自己評価(目標達成度評価)と学部長等による職務行動評価(行動評価)

４ 給与制度

人事評価結果が反映される給与システムの構築〔 の導入〕能力・業績主義

①勤勉手当への反映 ②昇給・昇格制度、手当等の見直し

③給料への反映（教授）や年俸制等の検討（法人化後の検討事項）

④多様な勤務形態に合わせた給与制度の構築

５ 服務・労働時間

兼職・兼業の制度見直し、変形労働時間制の採用（教員）等

６ 定数管理

運営費交付金の算定根拠にとどめ、法人の自律的な管理に委ねる。

※実施(導入)時期

◇原則として平成１８年度から実施

◇人事評価制度は、平成１８～１９年度に試行 → 平成２０年度に本格実施、

評価結果の給与制度等への反映は平成２１年度から。
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財 務 会 計 制 度

１ 会計基準

(法第33条)企 業 会 計 原 則

地方独立行政法人会計基準(総務省告示)

地方独立行政法人の特殊性を踏まえた会計基準

＜参考＞ 企業会計と公会計の比較

公 会 計区 分 企 業 会 計

予算とその執行状況の開示主 目 的 決算による財産状況･運営状況の開示

現金主義認 識 基 準 発生主義

現金の収支(歳入・歳出)を基準現金収支に限らず､すべての収益
として把握・整理･費用を把握･整理

単式簿記記 帳 形 式 複式簿記

債務負担行為 地方債 公有財産(基長期債務･財産の管理 貸借対照表により資産・負債等のス 、 、

金や債権も含む｡)などについて、個トックの状況を総括的に示し、法人

別に管理全体の財政状況を表示

予算管理により、歳入歳出、長期債統 制 機 能 監事・会計監査人の監査、事業報告

務、財産管理を事前統制などによる事後評価

２ 会計監査人監査

法の規定に準じて会計監査人による監査を導入

公立大学法人山口県立大学は、事業年度の開始の日における資本金の額を５８億円

、 、程度と見込んでおり 政令で定める基準(100億円以上)には達しない見込みであるが

当面、第１期中期目標期間中、企業会計導入直後であり、財務処理の適正性を確保す

る必要があることから、会計監査人監査を受けることとする。

３ 運営費交付金

(1) 算定の基本方針

① 経費節減額(６年間)

平成17年度(最終)の一般財源見込額×△１５％(延べ)

※ 自律的・効率的な業務運営の実現により達成すべき水準

② 各年度の運営費交付金

６年間の総額の範囲内で、法人の収支計画等を踏まえて各年度に決定

③ 外部資金研究費の取扱い

外部資金研究費収入の増額確保を促す観点から、研究費収入のうち事務費相

当額を運営費交付金と相殺することなく法人の自由使途とする。

※ 退職給付費、派遣職員給与費、施設費、災害復旧費等は、別途措置例外措置:
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(2) 第１期中期目標期間中のイメージ

４ 財産管理

(1) 県から法人への財産移管

権利承継（出資）基礎的財産

(地独法、議会議決）（土地・建物)

無 償 譲 与その他の財産

※（ ）工作物・物品等 （県条例）

「 、 、 」※ 財産の交換 無償貸付 譲与等に関する条例

基礎的 県議会議決 権利承継土地 約２４億円 （ ）
約５８億円 ‖

財 産 出資建物 約３４億円

土地 １２７筆（280,465.87㎡） 建物 ５４棟（33,335.42㎡）

(2) 財産取得・処分制限

区 分 地方独立法人法の規定 公立大学法人山口県立大学の取扱い

７千万円以上の不動財産の処分 条例で定める重要な財産を譲
知事認可渡し、又は担保に供しようと 産(土地2万㎡以上)、
議会議決するときは、知事認可(議会 動産、不動産の信託

の受益権議決)を受けなければならな
い。(法第44条)

事前協議
７千万円未満のもの →

(県規則)

法人規程に事前協議制度を創設財産の取得 規定なし

(1) 土地･建物の取得(大規模施設費･施設費･
運営費交付金等で措置したものを除く｡)
(2) 寄附等に伴い法人に負担が生ずるもの

(H17) Ａ 一般財源  11.2億円
外部資金
研究費等

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

中期目標期間中に
　延べＡ×△１５％の削減 

(総額△1.7億円) 運営費交付金と相殺しない

外部資金研究費等Ａ×△５％

Ａ×△１％

Ａ×△２％

Ａ×△３％

Ａ×△４％

事務費

運営費交付金

総額 約６５.５億円
(Ａ×６年－Ａ×15%)

Ｈ17.10月時点の決算見込額
(Ｈ18予算編成過程で精査)
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目標・評価制度

１ 中期目標の作成方針

山口県立大学が 地域貢献型大学 として 社会から高い評価を受けることができる「 」 、

よう、法人に対し 「山口県立大学の在り方検討懇話会」提言の趣旨を踏まえつつ、大、

学改革の基本理念の具現化を促すものとする。

内容については 法人が その創意工夫を発揮しつつ組織全体として自主的 自律的、 、 、

に業務運営の改善 改革に取り組むことを促す観点から 主に大きな方向性を示すもの、 、

とし、法人運営の基本的な方針や重点的に取り組む事項を中心に記載する。

（注）大学改革の基本理念： 教育研究の活性化 「地域貢献、地域連携の強化 「大学運営の「 」、 」、

効率化 ）」

２ 中期計画の認可方針

、 、 、中期目標を達成するために法人が作成する中期計画については 理念 目標の明確化

わかりやすさという視点も踏まえ 可能な限り 中期目標を実現するための数値目標や、 、

目標時期を含む具体的な内容を記載するよう求める。

３ 中期目標及び中期計画の構成

中期目標 中期計画

（基本的な目標） －

１ 中期目標の期間

２ 教育研究等の質の向上に関する目標 １ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成す
(教育 学生支援 研究 地域貢献等) るためとるべき措置、 、 、

３ 業務運営の改善及び効率化に関する目 ２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
標 成するためとるべき措置

４ 財務内容の改善に関する目標 ３ 財務内容の改善に関する目標を達成するため
とるべき措置

５ 自己点検、評価及び当該状況に係る情 ４ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提
報の提供に関する目標 供に関する目標を達成するためとるべき措置

６ その他業務運営に関する重要目標 ５ その他業務運営に関する重要目標を達成する
ためとるべき措置

６ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及。）
び資金計画

７ 短期借入金の限度額

８ 重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとす
るときはその計画

９ 剰余金の使途

10 その他業務運営に関する事項
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４ 中期目標・中期計画（案）の概要（主要事項骨子）

中期目標（案） 中期計画（案）

基本的な目標
（法人の目的）
・住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学術の教
授研究
・高度な知識及び技能を有する人材の育成並びに研究成果の社会への還元に
よる地域貢献活動の積極的な展開

（第１期中期目標期間における取組の方向性）
法人が自主性、自律性を発揮してその目的の達成に資する成果を着実にあげ
ていくための安定した体制、仕組の早期確立

中期目標の期間
平成18年4月1日から平成24年3月31日までの６年間

１ 教育研究
（ ）（１）教 育 ① 社会福祉士資格試験合格率 50％ 平16 47.5: %

大学が重点的に取り組むべき具 ② 看護師国家資格試験合格率 100％(平16 97.7 ): %
体的な到達目標の設定 等 ③ 管理栄養士資格試験合格率 100％(平16 97.2 ): %

④ 英語を専攻する学生全員が 650点以上取TOEIC
得(新規)
⑤ 就職決定率 100％（平16 95.8 ) 等: %

① 学生生活の支援を行う指導教員（チューター）（２）学生支援
学生支援体制の強化と支援内容 制度の確立
の充実 ② 就職支援活動を行う専門の相談員の常駐 等

① 共同研究 年間３件以上（平16 0件）（３）研 究 :
教員の研究活動の活性化の促進 ② 受託研究 年間20件以上（平16 15件）:

:とその成果の普及 ③ 科学研究費補助金等 年間25件以上採択（平16
24件）
④ 全ての教員が競争的研究資金に応募 等

① 全教員が年１回以上は公開講座等の地域貢献活（４）地域貢献
地域共生センターを窓口に、社 動に参加
会人が学習しすい環境づくり等地 ② 学生や教員の自主的な活動と地域をつなぐ情報
域貢献活動を積極的に推進 の拠点としてのボランティアセンター窓口の創設

③ 県北部サテライトカレッジの検討、都市部にお
ける夜間・週末のサテライト教室の開設の推進等

２ 業務運営の改善
（１）運営体制の改善 法人経営に関する企画立案等を行う部署の設置な

ど理事長（学長）を補佐する体制の整備 等

（２）教育研究組織の見直し 現行４学部６学科を３学部５学科に再編（生活環
境学科の募集停止 （＊19年度目途） 等）

（３）人事の適正化 多面的で適正な人事評価制度の導入と給与システ
ムの構築 等

外部研究資金の獲得額を現在の２倍（平16 37百万３ その他 :
自己収入の増加 等 円） 等
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５ 評価制度

（１）評価を行う際に考慮すべき点

ア 社会一般にわかりやすく大学の状況を示すことができる評価とすること。

イ 大学の過重な負担とならない効率的な評価とすること。

ウ 透明性のある評価とすること。

（２）評価制度の内容

項 目 内 容

１ 評価の種類 （１）事業年度評価

各事業年度における年度計画の実施状況を調査、分析

し、当該事業年度における業務全体について、総合的な

評定を行う。

（２）中期目標期間評価

中期目標期間（６年間）終了後に、達成状況を調査・

、 、 。分析し 業務実績の全体について 総合的な評定を行う

２ 評価の方法 （１）項目別評価

① 法人による自己評価

② 評価委員会による大項目別の評価（法人自己評価の

検証を含む）

（２）全体評価

項目別評価の結果を踏まえ、法人業務全体の実績評価

について、年度計画・中期計画を総括する。

、３ 先行評価 次期中期目標・中期計画の策定及び運営費交付金の算定に

、 、評価結果を適切に反映させるため 中期目標期間最終年度に

「中期目標期間評価」に準じた先行評価を行う。




